
介護が必要になった主な原因

11
出典：厚生労働省。H28年国民生活基礎調査



性・年齢階級別の死因

12
出典：厚生労働省．平成29年人口動態統計月報年計（概数）



地域包括ケアシステム

13出典：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング. 地域包括ケア研究会: 地域包括ケアシステムと地域マネジメント. 2016
円は演者が加筆



地域包括ケアシステム

地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限
り、住み慣れた地域で、その有する能力に
応じ自立した日常生活を営むことができる
よう、医療、介護、介護予防（要介護状態
若しくは要支援状態となることの予防また
は要介護状態もしくは要支援状態の軽減も
しくは悪化の防止を言う。）、住まい及び
自立した日常生活の支援が包括的に確保さ
れる体制

（医療介護総合確保促進法第二条）



在宅医療・介護連携推進事業（介護保険の地域支援事業、平成２７年度～）

 地域の医療機関の分布、医療機能
を把握し、リスト・マップ化

 必要に応じて、連携に有用な項目
（在宅医療の取組状況、医師の相談
対応が可能な日時等）を調査

 結果を関係者間で共有

（ア）地域の医療・介護の資源の把握

（イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と
対応策の検討

 地域の医療・介護関係者等が参画する会議を開
催し、在宅医療・介護連携の現状を把握し、課題
の抽出、対応策を検討

（オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援

 医療・介護関係者の連携を支援するコーディネー
ターの配置等による、在宅医療・介護連携に関する
相談窓口の設置・運営により、連携の取組を支援。

（エ）医療・介護関係者の情報共有の支援

 情報共有シート、地域連携パス等の活用に
より、医療・介護関係者の情報共有を支援

 在宅での看取り、急変時の情報共有にも活
用

（キ）地域住民への普及啓発

 地域住民を対象にし

たシンポジウム等の
開催

 パンフレット、チラシ、
区報、HP等を活用し

た、在宅医療・介護
サービスに関する普
及啓発

 在宅での看取りにつ
いての講演会の開催
等

（カ）医療・介護関係者の研修

 地域の医療・介護関係者がグループワーク等を
通じ、多職種連携の実際を習得

 介護職を対象とした医療関連の研修会を開催 等

（ウ）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制
の構築推進

◆地域の医療・介護関係者の協力を得て、在宅医
療・介護サービスの提供体制の構築を推進

（ク）在宅医療・介護連携に関する関係市
区町村の連携

◆同一の二次医療圏内にある市区町村や隣
接する市区町村等が連携して、広域連携が
必要な事項について検討

○事業項目と取組例

○ 在宅医療・介護の連携推進については、これまで医政局施策の在宅医療連携拠点事業（平成23・24年度）、在宅医療推進事業（平成25年度～）

により一定の成果。それを踏まえ、介護保険法の中で制度化。

○ 介護保険法の地域支援事業に位置づけ、市区町村が主体となり、郡市区医師会等と連携しつつ取り組む。

○ 実施可能な市区町村は平成27年4月から取組を開始し、平成30年4月には全ての市区町村で実施。

○ 各市区町村は、原則として（ア）～（ク）の全ての事業項目を実施。

○ 事業項目を郡市区医師会等（地域の医療機関や他の団体を含む）に委託することも可能。

○ 都道府県・保健所は、市区町村と都道府県医師会等の関係団体、病院等との協議の支援や、都道府県レベルでの研修等により支援。国は、事

業実施関連の資料や事例集の整備等により支援するとともに、都道府県を通じて実施状況を把握。

15資料：厚生労働省による図に赤字部分を東京大学にて加筆
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２．
在宅医療・介護
連携の目的と
進め方

※厚生労働省平成29年度在宅医療・介護連携推進事業プラン作成強化セミナーレクチャー資料より抜粋



医療・介護の目的（≒アウトカム）とは？
• 医療介護総合確保促進法第一条

– （前略）もって高齢者をはじめとする国民の健康の保持及び福祉の
増進を図り、あわせて国民が生きがいを持ち健康で安らかな生活を
営むことができる地域社会の形成に資することを目的とする。

• 介護保険法第一条
– （前略）この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾
病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能
訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等につい
て、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日
常生活を営むことができるよう（後略）

• 医療法第一条の二
– 医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし（後略）

17

これらの要素を総合的に測るためには、生存率の延伸や身体機能の改善といった客
観的側面を評価するだけでなく主観的側面（幸せ・安楽・生きがいなど）にも
目を向ける必要がないだろうか？（在宅医療・介護の領域においては特に）



医療・介護の評価のための枠組みの参考例（１）：
サービス・プロフィット・チェーン (Heskett, et al., 1994)

18
図出典：Heskett, J.L., et al. Putting the service-profit chain to work. Harvard Business Review, 164-174, 1994

提供者
消費者

利益

対人サービス領域では提供者・消費者
の双方の要素がアウトカムに影響する



医療・介護の評価のための枠組みの参考例（２） ：
「三方よし」（売り手よし・買い手よし・世間よし）

売り手（従事者）
高い職務満足
低い離職／病欠

買い手（利用者）
高い利用者満足
ケアの質担保

世間（社会）
低いコスト

• 住民へのアンケート
• ケアプロセスの可視化（アセ
スメント／ケア介入など）

• 状態像データの解析（要介護
認定調査等）

• 医療・介護職等
へのアンケート

• コストデータ解析（レセプト等）
• 住民アンケートの地区別解析

• かつそれらが接合可能
で相互の関連や時系列
の変化を深堀すること
ができるデータ構造が
ベター

19



地域マネジメント
• 「地域の実態把握・課題分析を通じて、
地域における共通の目標を設定し、関係
者間で共有するとともに、その達成に向
けた具体的な計画を作成・実行し、評価
と計画の見直しを繰り返し行うことで、
目標達成に向けた活動を継続的に改善す
る取組」

• 「地域包括ケアシステム構築における
工程管理」

20出典：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング. 地域包括ケア研究会: 地域包括ケアシステムと地域マネジメント. 2016


